
 

 

 

 

 

 

『技能実習法に係る中部地区地域協議会（第７回）』 議事概要 

 

１ 開催日時  令和６年６月 21日（金） 

 

２ 出席者（協議会構成員） 

愛知労働局、岐阜労働局、静岡労働局、三重労働局、福井労働局、石川労働局、富山労 

働局、名古屋出入国在留管理局、北陸農政局、東海農政局、関東農政局、中部経済産業 

局、中部地方整備局、北陸地方整備局、中部運輸局、愛知県警察本部 、岐阜県警察本 

部、静岡県警察本部、三重県警察本部、福井県警察本部、石川県警察本部、富山県警本 

部、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、福井県、石川県、富山県、外国人技能実習機構 

名古屋事務所、外国人技能実習機構富山支所、 

（事務局）愛知労働局 

 

３ 議題 

（１）労使団体からの意見陳述 

（２）中部地区における技能実習制度の現状、課題等について 

（３）令和６年度における技能実習制度適正化のための取組方針について  

 

４ 議事概要 

（１）愛知労働局長挨拶 

（２）名古屋出入国在留管理局長挨拶 

（３）議題 

  ①労使団体からの意見陳述について 

    愛知県労働組合総連合、公益財団法人国際人材協力機構、日本労働組合総連合    

東海ブロック連絡会、日本労働組合総連合北陸ブロック連絡会から意見書の提出 

があり、そのうち愛知県労働組合総連合から意見陳述がなされた。（資料２） 

  ②中部地区における技能実習制度の現状、課題等について 

    構成員のうち、名古屋出入国在留管理局（資料３）、愛知労働局（資料４）、外 

国人技能実習機構（資料５）、中部経済産業局（資料６）、東海農政局（資料７） 

より、技能実習生に係る各行政機関等で保有しているデータ・制度・相談・取組 

内容の説明があり、各行政機関等において共有を図った。 

  ③令和６年度における技能実習制度適正化のための取組方針について 

    事務局より後日、「令和６年度における技能実習制度適正化のための取組方針 

（案）」について提案し、書面協議を行うことが了承された。 

 



matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。









matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。







matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。



matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。



matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。



 

1 

 

2024年 6月 3日 

 

中部地区地域協議会 御中 

公益財団法人 国際人材協力機構 

 

技能実習制度及び地域協議会に関する意見提出 

 

 当機構は、監理団体、実習実施者に対して、技能実習生の受入れの相談、申請書類の書

き方の助言等、総合的な支援を行っている公益法人です。当機構が各種支援を行う中で、 

技能実習制度及び地域協議会構成員各位に対する各種意見・要望が監理団体等から寄せ

られておりますので、それらを踏まえ、当機構の意見として提出します。 

 

１．外国人技能実習機構（OTIT）関連 

 

（１）受検支援に関して 

受検手続支援サイトに受検情報を入力するが、別途試験実施機関に対しても受検申

込書を作成する必要があり、二度手間となるという声があるため、手続きの簡素化・改善

をお願いしたい。 

 

（２）その他制度運営に関して 

１月の能登半島地震対応において、在留自国民の安否確認を行う義務がある駐日 

大使館は、自国民の所在の確認あるいは安否についてOTIT との情報共有を求めたが、 

対応が鈍く、情報が共有されたのは発生後１か月を経てからであったとのこと。そのため

待っていられず自ら現地に足を運び、独自のネットワークを活用して何とか対応した。  

今後、東海・東南海トラフ地震などが想定される中で、OTIT、監理団体、実習実施者、本

人間の災害発生時の安否確認のためのシステムの構築及び大使館との情報共有をお願

いしたい。 

 

２．法務省関連 

 

（１）失踪した技能実習生に関する情報の共有に関して 

失踪実習生がその後、「技能実習」から「特定活動」など他の在留資格への変更が認

められたにもかかわらず、それを知らされない監理団体・実習実施者等は失踪者を発生

させた受入れ機関として、以降も安否確認・所在の追跡に努め、母国の送出機関・親族

等に協力を求め続けることとなることから、早い段階での情報提供を強く望んでいる。関

係機関の情報の共有についてお願いしたい。 
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３．厚生労働省関連 

 

（１）技能検定等の受検に関して 

技能検定等の受検に関して、監理団体等から実習現場で困難を来しているとして、次

のような声が寄せられている。 

こうした状況を踏まえ、技能実習生の受検機会拡大等のため、各試験実施機関ののみ

ならず、行政として技能検定試験・技能実習評価試験の体制構築をお願いしたい。 

①  技能検定委員等の確保について、特に随時２級において自前での手配に苦慮する

など、困難を来している（水産練り製品製造職種、ニット製品製造職種、鋳造職種、金

属プレス加工職種、等）。 

②  受検場所の確保について、技能検定職種の場合自県では随時２級試験が実施さ

れないことや、技能評価職種の場合も自県での試験が円滑に実施されないこと等に

より、受検地が他県の遠隔地になるなど、困難を来している（配管職種、めっき職種、

製本職種、工業包装職種等）。 

③ 実技試験の際使用する機械設備・器具等について、現在使われていない旧式のも

のとなっていること、試験材の入手が困難であること、高価であることなど、苦慮してい

る（熱絶縁施工職種、印刷職種、プラスチック成形職種、塗装職種等）。 

④ 受検事務関係について、講師の選定のみで日程調整をしてくれないので苦慮してい

る（介護職種）。 

⑤ 試験内容については、特に随時２級・上級試験の難易度が高すぎる（婦人子供服製

造職種、座席シート縫製職種、機械保全職種、電気機器組立て職種等）、試験内容と

実際の作業にずれがある（織布運転職種、機械加工職種、工業包装職種等）など、苦

慮している。技能実習生向けの試験内容及び試験制度になるよう見直しをして欲しい。 

⑥ 過去問等のデータが少ないなどにより対策ができず困っている（配管職種、ゴム製品

製造職種等）。 

⑦ 受検料が材料費等も含め高いことに不満を持っている（そう菜製造業職種、座席シ

ート縫製職種、溶接職種、ビルクリーニング職種等）。 

 

（２）その他制度運用に関して 

業務従事や受検に必要となる安全衛生技能講習を近隣地域で受講することが困難で

あるという声があるため、受講機会の拡大をお願いしたい。 

   

※公開の可否：公開可 

 

以上 
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【公表可】 

 

 

 

 

 

 

名古屋出入国在留管理局資料 

資料３ 















令和６年６月21日
愛知労働局

中部地区における
外国人技能実習制度の現状、課題等について

資料４



１．技能実習制度の現状
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出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。 （単位：人）

日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約127.９万人の内訳)

※外国人雇用状況の届出状況（令和５年度10月末時点）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を
確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 （労働施策総合推進法 第28条）。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。
※上記在留資格以外に「日米地位協定対象者」があるため、外国人労働者総数とは合わない。

日本で就労する外国人のカテゴリーと中部地区の外国人労働者数

地域
カテゴリー 全国

中部
７県 富山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 三重

外国人労働者総数 2,048,675 396,395 13,427 13,068 11,101 40,028 74,859 210,159 33,753

①就労目的で在留が認められる者
（いわゆる「専門的・技術的分野」）

・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国
の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を勘案し
て定めることとされている。

595,904 82,148 2,760 2,945 1,893 7,148 13,773 46,951 6,678 

②身分に基づき在留する者
（｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」、
「永住者の配偶者等」)

・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため様々
な分野で報酬を受ける活動が可能。

615,934 176,320 3,939 2,705 3,653 16,267 39,511 95,987 14,258

③技能実習
・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は

入国１年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が
付与されることになった。

412,501 92,617 5,907 5,162 4,645 13,620 14,437 38,887 9,959 

④特定活動
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキン
グホリデー、外国人建設就労者、外国人造船就労者等）

・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、
個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

71,676 9,665 395 585 288 1,083 1,205 5,069 1,040 

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等）
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以

内等）で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

352,581 35,643 426 1,671 622 1,910 5,933 23,263 1,818
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①就労目的で在留が認められる者 約59.6万人
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与え
る影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

②身分に基づき在留する者 約61.6万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活
動が可能。

④特定活動 約7.2万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外交官等の
家事使用人等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報
酬を受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約35.3万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相当と認めら
れる場合に報酬を受ける活動が許可。

③技能実習 約41.3万人
・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目から雇用関係
のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日以後に資格変更をした
技能実習生も同様。）。

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約127.９万人の内訳)

※外国人雇用状況の届出状況（令和５年10月末時点）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を
確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 （労働施策総合推進法 第28条）。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律
・会計業務

弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究 政府関係機関や私企業等の研究者

教育 中学校・高等学校等の語学教師等

技術
・人文知識
・国際業務

機械工学等の技術者、 通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従
事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護 介護福祉士

技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航
空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

日本で就労する外国人のカテゴリー（総数約204.9万人の内訳）
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２.外国人技能実習生の実習実施機関に
対する監督指導、送検等の状況

（令和４年）
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就業規則（労働基準法第８９条）

賃金の支払（労働基準法第２４条）

衛生基準（労働安全衛生法第２０～２５条）

健康診断（労働安全衛生法第６６条）

割増賃金の支払（労働基準法第３７条）

年次有給休暇（労働基準法第３９条）

労働時間（労働基準法第３２・４０条）

安全基準（労働安全衛生法第２０～２５条）

 年次有給休暇については、外国人技能実習機構からの指摘を受け、す
でに36協定を超える時間外労働は実施していなかった。

 ほかに、月60時間を超えた時間外労働に対し、2割5分の割増賃金を支
払っていたが、５割以上の割増賃金を支払っていなかったため、是正勧
告した。

⑴ 中部地区の労働基準監督機関において、実習実施機関に対して
1926件の監督指導を実施し、その63.8％に当たる1,229件で労働基
準関係法令違反が認められた。

注＞違反は実習実施機関に認められたものであり、日本人労働者に係る違反も含まれる。

１ 中部地区における監督指導状況

⑵ 主な違反事項は、①使用する機械に対して講ずべき措置などの
安全基準、②年次有給休暇、③労働時間の順に多かった。

602 （20.2％）

⑶ 労働基準監督官が監督指導した事例には、以下のようなものがあった。

 外国人技能実習機構から、技能実習生に36協定を超える時間労働を

行っているとの通報があり監督を実施。

 業種は製造業。実習生の国籍はベトナム。

概 要

指導内容

指導事項
労働基準法第37条（60時間を超える時間外労働に対
し５割以上の率で計算した割増賃金を支払っていな
いこと）

 技能実習生が２名在籍。実習生の国籍はベトナム。

 金属加工用ロール機に材料を送給していたところ、手が巻き込
まれ、左手指を負傷したもの。機械には緊急時の動力しゃ断装置
が設置されていなかった。

災害発生を契機に監督を実施

事例２

概 要

 金属加工用ロール機に、動力しゃ断装置を設置すること。

労働安全衛生法第20条（危険防止措置）

労働安全衛生規則第103条（動力しゃ断装置）指導事項

指導内容

事例１

技能実習機構からの通報を端緒に監督を実施

5

＜注＞
違反事項が２つ以上ある場合は
各々に計上しているので、各違
反事項の件数の合計と違反事業
場数とは一致しない。

 金属加工用ロール機に動力しゃ断装置を設置し、機械の安全対
策を講じた。

指導の結果
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⑴ 令和４年に技能実習生から労働基準監督機関に対して労働基準関係法令
違反の是正を求めてなされた申告は中部地区で29件であった。

２ 中部地区における申告状況

⑵ 主な申告内容は、①賃金・割増賃金の不払(22件)、②解雇 (５件)の
順に多かった。
＜注＞ 申告事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、

各申告事項の件数の合計と申告件数とは一致しない。

22        

5        

2        

0 30

賃金・割増賃金の不払

解 雇

年 次 有 給 休 暇

0 30 60
（件）

賃 金 ・ 割 増 賃 金 不 払

（労働基準法第24条・37条）・

解 雇

（労働基準法第20条）・

年 次 有 給 休 暇

⑶ 労働基準監督官が処理した申告事例には、以下のようなものがあった。

事例１

 技能実習３名から、休業手当及び割増賃金の不払に係る申告。労
働者は建設業の作業員。監理団体の担当者とともに来署し、申告に
及ぶ。

概 要

 休業手当及び割増賃金不払を確認したため、是正勧告した。

指導内容

労働基準法第26条（休業手当）
労働基準法第37条（割増賃金の支払い）指導事項

 会社都合で欠勤した日の休業手当、割増賃金の計算誤りによる不
足額を支払い解決した。

技能実習生から賃金不払い等について申告があり、監督指導を実施

指導の結果

概 要

 技能実習生から、水道光熱費の控除に納得できないとして賃金
の一部支払いを求めるもの。

 水道光熱費は、技能実習生が実費を支払っており、賃金の一部控
除について不払いを認め、是正勧告を行った。

指導内容

指導事項 労働基準法第24条（賃金の全額支払い）

技能実習生から賃金の一部控除に係る申告があり、監督指導を実施

事例２

指導の結果

 賃金から水道光熱費を控除してことを認め、不払となっていた賃
金を支払った。
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３ 送検状況（中部地区）

⑴ 令和４年に技能実習生に係る重大・悪質な労働基準関係法令違反が認
められた事案として、労働基準監督機関が送検した件数は３件であった。

 縫製業の事業場において、技能実習生８人に対して最低賃金額を下
回る賃金で支払っていたことが判明した。

 時間外・休日労働に対する割増賃金も、最低賃金額に法定の割増率を
加えた額以上の賃金を支払っていなかった。

技能実習生に対し、

 最低賃金額以上の賃金を支払っていないこと。

 時間外・休日労働を行わせているにも関わらず、所定の割増賃金を
支払っていないこと。

概 要

被疑事実

賃金未払で送検

事 例

４ 中部地区の労働基準監督機関と出入国在留管理機関・
外国人技能実習機構との相互通報状況

⑴ 技能実習生の労働条件の確保を図るため、労働基準監督機関と出入国在留管
理機関・外国人技能実習機構が、その監督等の結果を相互に通報している。

⑵ 労働基準監督機関から出入国在留管理機関・外国人技能実習機構へ通報（※
１） した件数は126件、出入国在留管理機関・外国人技能実習機構から労働
基準監督機関へ通報（※２）された件数は402件である。

※１ 労働基準監督機関から出入国在留管理機関・外国人技能実習機構へ通報する事案
労働基準監督機関において実習実施機関に対して監督指導等を実施した結果、技能実
習生に係る労働基準関係法令違反が認められた事案

※２ 出入国在留管理機関から労働基準監督機関・外国人技能実習機構へ通報する事案
出入国在留管理機関・外国人技能実習機構において実習実施機関を調査した結果、技
能実習生に係る労働基準関係法令違反の疑いがあると認められた事案

⑶ 労働基準監督機関が、出入国在留管理機関・外国人技能実習機構から通報
を受けた実習実施機関については、監督指導等を実施している。
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外国人技能実習機構業務の概況

外国人技能実習機構

令和６年６月

名古屋事務所・富山支所

資料５



・主務大臣（法務大臣、厚生労働大臣）
・出入国在留管理庁長官

監事
（２人以内）

（主務大臣が任命）

○ 技能実習計画の認定
○ 監理団体の許可に関する調査
○ 実習実施者の届出の受理
○ 実習実施者・監理団体に対する
〇 報告徴収、実地検査等

・ 監理団体（約3,700団体）への
実地検査を年１回実施

・ 実習実施者（約70,000社）への実地
・ 検査を実施（３年間で全数を網羅）

○ 技能実習に関する各種報告（監理団体

〇 からの監査報告、技能実習実施困難
〇 時の報告、実習実施者からの実施状
〇 況報告等）の受理
○ 技能実習生の相談対応・援助・保護
○ 技能実習に関する調査・研究

所掌事務

事務の委任
監督

本部事務所 TEL：03-6712-1523（代表）
東京都港区海岸３-９-15 LOOP-X ３階

地方事務所 全国13か所（本所８か所・支所５か所）

報告

組織形態

○ 認可法人
（発起人が設立を発起し、主務大臣が
設立を認可）

指導援助部

国際部

総務部

技能実習部

理事長
（主務大臣が任命）

理事
（３人以内）

（理事長が主務大臣の
認可を受けて任命）

1



監理団体の許可申請事業協同組合等

団体の体制等を予備審査

外国人技能実習機構

監理団体の許可主務大臣

○ 許可基準に適合すること
・監理事業を適正に行う能力を有すること
・外部役員の設置又は外部監査の措置を行っていること など

○ 欠格事由に該当しないこと
・一定の前科がないこと
・５年以内に許可取消しを受けていないこと
・５年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと など

主務大臣（法務大臣・厚生労働大臣）へ報告

２
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監理団体数

技能実習生の在留状況及び監理団体の推移

技能実習計画の認定手続へ外国人技能実習機構

※ 技能実習生数：出入国管理庁「在留外国人統計」（各年度末時点）
監理団体数 ：外国人技能実習機構「監理団体の検索」（各年度末時点）



外国人技能実習機構

法務大臣
（地方出入国在留管理局長）

技能実習計画の作成実習実施者＋監理団体

技能実習計画の認定申請実習実施者

計画の内容や受入体制の適正性等を審査

○ 認定基準に適合すること
○ 欠格事由に該当しないこと

技能実習計画の認定

技能実習生
（監理団体が代理）

３

367,799 370,245 
241,952 175,634 

295,215 329,754 
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（速報値）

軽微変更届出

計画変更認定申請

計画認定申請

在留資格認定証明書の交付申請等

在留資格認定証明書の交付等

実習実施者 技能実習生の受入れ

技能実習計画関係 各種件数



・各種届出、報告書の受理
・技能実習実施困難時届出書を踏まえた助言・援助
・実施状況報告書・事業報告書に基づく技能実習の実施状況を
取りまとめ、公表

・技能実習制度の活用状況のフォローアップ調査

・技能実習実施困難時届出書
・監査報告書
・事業報告書

各種報告

・技能実習開始届
・実施状況報告書

外国人技能実習機構

主務大臣

実習実施者

監理団体

実施状況報告書・事業報告書の主な調査項目

・実習実施者数
・労働時間
・給与の支給、控除
・技能実習生の昇給率
・監理団体数、監理事業所数
・監理事業所ごとの技能実習生数
・技能実習生一人当たりの月額監理費

実習制度の活用状況のフォローアップ調査項目

・技能実習の効果
・技能実習中の問題や課題
・技能実習期間中の課外活動に関する取組
・帰国後実習生に対するアフターケアに

関する取組
・帰国後の就職状況

機構による届出・報告書の調査項目

４



主
務
大
臣
等
に
よ
る
行
政
処
分
等

○ 技能実習生からの申告や各種情報に
基づき技能実習法違反が疑われるもの
について、随時、実施するもの。

定期検査

臨時検査

○ 監理団体及び実習実施者に対し、技能
実習が法令等に則って実施されている
か、
訪問により検査を行うもの。

○ 検査計画に基づき定期的に実施するも
の。
※ 監理団体は１年に１回、実習実施者は
３年に１回実施することとしている。

・技能実習生の実習状況や帳簿書類等の確認
・技能実習責任者や監理責任者、技能実習生
本人等からヒアリング

・申告や情報提供等の内容について、重点的に
確認し、当事者の主張や事実関係等を整理

実地検査

外国人技能実習機構で行う範囲（※主務大臣等も実施可能）

○重大・悪質な
法令違反
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

技能実習生の在留者数（人） 274,233 328,360 410,972 378,200 276,123 324,940 404,556

相談件数（件） 854 2,695 7,452 13,353 23,701 17,332 14,328

申告件数（件） ０ 90 133 82 104 125 85

「母国語相談」として、曜日を決めて主要な言語により、電話やメール等で相談対応を実施。
また、地方事務所・支所においても、電話又は来所による相談対応（平日 ９:00～17:00）を実施。
さらに、技能実習生に対する各種支援策などについて、SNS（Facebook、Twitter）、「技能実習生
手帳アプリ」により、母国語等で情報を発信（URL：https://www.otit.go.jp/sns/index.html）。

技能実習生であれば誰でも、電話、電子メール、オンライン通話（Zoom)、手紙によって、申告・相談が可能。
※８か国対応（中国語、ベトナム語、インドネシア語、フィリピン語、英語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語）

母国語相談の実施

６

母国語相談件数の推移

令和５年度の母国語相談・地方事務所の相談の主な相談内容別内訳

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

225件 340件 708件 1,363件 6,056人※

地方事務所の個別相談件数の推移

※ 令和５年度の母国語相談受付件数（相談手段別に計上した受付件数の総数）は、9,276件（電話：5,828件、メール：3,439件、手紙：9件）
（注）「相談件数」14,328件は、母国語相談受付件数9,276件を相談内容別に計上（一つの受付件数に対し、複数の内容が含まれる場合あ

り）した件数の総数。

※ 令和５年度からシステム等の変更
に伴い、単位を件数から人数に変更。

〇 実習先変更に関すること（３号での実習先変更含む） 5,659件（23.7％）

〇 途中帰国に関すること（強制帰国、期間満了前の帰国等） 3,205件（13.4％）

〇 賃金・時間外労働等の労働条件に関すること（賃金未払い、過重労働、有休等） 3,195件（13.4％）

〇 管理に関すること（会社からのハラスメント、私生活の不当な制限、居住環境等） 3,034件（12.7％）

〇 その他の制度に関すること（他の在留資格への変更、特定技能制度に関すること、税金等） 1,974件（8.3％）



７

技能実習を開始した実習実施者において技能実習の継続が困難になった場合（注）で、かつ、技能実習生
が技能実習の継続を希望する場合には、実習先の変更ができる。

実習先変更に当たって、実習実施困難時に監理団体及び実習実施者が新たな実習先を確保する努力を
尽くしてもなお確保できない場合には、機構が新たな受入れ先となり得る監理団体の情報を提供するなど
の支援を行う。

転籍に関する支援

実習先変更個別支援受理件数

（注）機構が、実習先変更に係る個別支援の「申出」を受理した件数。
このため、機構が日常の業務において、実習生や監理団体等に対して行っている実習先変更に係る助言等の件数、
監理団体等が行った実習先変更支援の件数は含まれない。

○ 「監理団体向け実習先変更支援サイト」を整備（注１）

令和６年３月31日時点で監理団体2,796機関が利用者登録

○ 外国人技能実習機構による個別支援を実施（注２）

技能実習生の希望等に沿って転籍先となり得る監理団体等の情報を提供

（注１）技能実習生の受け入れ先となり得る監理団体の情報について、情報の受付及び提供を行う。
（注２）監理団体等が転籍先を確保する努力を尽くしてもなお確保できない場合に実施される。

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和3年度 令和４年度 令和５年度

実習先変更支援件数 20 36 54 49 39 52 70

（注）実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施者における暴行等の人権侵害行為や対人
関係の諸問題等の場合



８

監理団体又は実習実施者から不適正な行為を受けたことに起因し、技能実習生が監理団体や実習実施者
が確保する宿泊施設に宿泊できない、又は宿泊することが相当でない場合には、外国人技能実習機構とし
て一時宿泊先の提供等の支援を行う。

一時宿泊先の提供に関する支援の流れ

○ 技能実習生による機構（本部又は地方事務所・支所）への相談
・事情等の聴取、確認
・一時宿泊先提供の必要性を判断

○ 一時宿泊先の提供
・機構は、予め地方事務所・支所が所在する地域の都道府県別に旅館ホテルの団体と協定を締結
・機構は相談を受けた技能実習生に一時宿泊先の提供が必要と判断した場合は、当該協定に基づき、

当該実習生に一時宿泊先を提供

○ 一時宿泊施設における支援
・技能実習生は提供された宿泊先に一定期間滞在。
・居所と食事の提供を受けながら、新たな実習先の確保等の支援を受ける。（費用は機構が負担）

宿泊支援、宿泊支援協定締結対象施設

○ 令和５年度末時点で、宿泊支援件数は、166件（累計）

○ 宿泊支援協定締結対象施設は、393か所



技能実習生が、技能実習の各段階において、技能検定等を適切に受検し、次の段階に円滑に移行できる
よう、外国人技能実習機構において、監理団体（企業単独型技能実習の場合は実習実施者）からの申請に
基づき、試験実施機関への取次ぎ、合否結果の迅速な把握及び当該結果の技能実習計画認定審査への円滑
な反映等につなげていくこととしている。

９

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
令和５年度
（速報値）

受検手続
支援人数 98,904 205,060 302,579 265,473 191,558 265,436 277,943

監理団体等

受検手続支援シート

個人情報の第三者への提供
の同意書

試験実施機関

①支援の申請

⑤閲覧可能

⑥監理団体等から試験実施機関へ直接、受検日の調整・受検申請・受検料の支払い等

④承認

②内容確認・問題点の修正指示等

③修正等

⑦合否結果の入力

受 検 手 続 支 援 サ イ ト
（外国人技能実習機構）

受検手続支援サイトの仕組み

⑧合否結果の確認



理事長

技能実習部

総務部

理 事

東京事務所
水戸支所
長野支所

大阪事務所

広島事務所

福岡事務所
熊本支所仙台事務所

札幌事務所

高松事務所
松山支所

指導援助部

監事

名古屋事務所
富山支所

総務課

指導課

企画・広報課

援助課

認定課

審査課

所長

認定課

指導課

総務課

地方事務所
（13か所（本所８か所、支所５か所））

○ 法人の庶務等に関する事項

○ 監理団体等のデータベース管理に関する事項

○ 実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査業務に関する事項

○ 監理団体の許可に係る調査業務に関する事項

○ 実習先変更支援や母国語相談等に関する事項

○技能実習計画の認定業務

○監理団体等への実地検査業務

○地方事務所の庶務業務

○ 技能実習計画の認定に係る業務の運用管理に関する事項

会計課

情報システム課

○ 法人の会計経理に関する事項

○ 法人の企画、広報、地方事務所に関する事項

○ 外国機関等からの照会対応、送出し機関情報の収集・管理に関する事項国際部

監査室

※支所は支所長

国際第一課

国際第二課 ○ 外国機関等からの照会対応、送出し機関情報の収集・管理に関する
事項（国際第一課の所掌に属するものを除く）

○実習先の変更支援業務

援助課
※東京・名古屋・大阪・

広島事務所に設置

人事課 ○ 法人の人事等に関する事項
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12

中部地区ブロックにおける各種統計



技能実習制度における申請等件数（１）（中部地区ブロッ
ク）

１ 監理団体許可件数（令和６年５月１４日現在）

11

一般監理事業 特定監理事業 合計

愛知県 ２１９件
（うち介護職種 ７７件）

１７５件
（うち介護職種 ５５件）

３９４件
（うち介護職種 １３２件）

岐阜県 ９７件
（うち介護職種 １５件）

２９件
（うち介護職種 １１件）

１２６件
（うち介護職種 ２６件）

三重県 ５５件
（うち介護職種 ２５件）

４２件
（うち介護職種 １６件）

９７件
（うち介護職種 ４１件）

静岡県 ６６件
（うち介護職種 ２１件）

７８件
（うち介護職種 １９件）

１４４件
（うち介護職種 ４０件）

富山県 ３７件
（うち介護職種 １３件）

１４件
（うち介護職種 ２件）

５１件
（うち介護職種 １５件）

石川県 ２１件
（うち介護職種 ９件）

１２件
（うち介護職種 ５件）

３３件
（うち介護職種 １４件）

福井県 ３１件
（うち介護職種 ８件）

５件
（うち介護職種 １件）

３６件
（うち介護職種 ９件）



技能実習制度における申請等件数（２）（中部地区ブロッ
ク）

２ 技能実習計画認定件数（令和４年度）

12

担当区域 企業単独型 団体監理型 合計

名古屋事務所

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県

１，６９８件
（うち介護職種８件）

４５，７７７件
（うち介護職種1,043件）

４７，４７５件
（うち介護職種1,051件）

富山支所
富山県
石川県
福井県

１５８件
（うち介護職種０件）

１０，１２６件
（うち介護職種２３９件）

１０，２８４件
（うち介護職種２３９件）



技能実習の流れ技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

【企業単独型】日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取
引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施

１
年
目

○帰国

○入国 在留資格：「技能実習１号イ、ロ」

講習（座学）
実習実施者（企業単独型のみ）又は監理団体で
原則２か月間実施 （雇用関係なし）
実習
実習実施者で実施（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習２号イ、ロ」

①対象職種：送出国のニーズがあり、公的な技能評価制
度が整備されている職種

②対象者 ：所定の技能検定等（基礎級等）の学科試験
及び実技試験に合格した者

基礎級
（実技試験及び
学科試験の受検

が必須）

【団体監理型】非営利の監理団体（事業協同組合、商工会等）が技能
実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施

○技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長５年間）に限り受け入れ、ＯＪＴを通じて技能を
移転する制度。（平成５年に制度創設）

○技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約４０万人在留している。

技
能
実
習
1
号

実
習

技
能
実
習
2
号

実
習

技
能
実
習
3
号

実
習

講
習

2
年
目

3
年
目

3級
（実技試験の
受検が必須）

2級
（実技試験の
受検が必須）

4
年
目

5
年
目

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習３号イ、ロ」

①対象職種：技能実習２号移行対象職種と同一（技能実習
３号が整備されていない職種を除く。）

②対象者 ：所定の技能検定等（３級等）の
実技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし、
優良であることが認められる
もの

※

在
留
期
間
の
更
新

※

在
留
期
間
の
更
新 ○一旦帰国（１か月以上）

※第３号技能実習開始前又は開始後１年以内

※令和５年末時点
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外国人技能実習制度に関する現状と取組

中部経済産業局地域経済部 地域振興・人材政策課

「外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護
に関する法律」に係る中部地区地域協議会 資料

matsuosn
Image
ここにメモを書いてください。



１．「外国人労働者問題啓発月間」の実施と「外国人研修指導協議会」の開催

1

⚫ 厚生労働省は、例年６月を「外国人労働者問題啓発月間」として、周知・啓発活動を実施。

⚫ これにあわせて、経済産業省では、「外国人研修指導協議会」を開催。

外国人労働者問題啓発月間（2024年） 外国人研修指導協議会

主な内容：

① ポスター・パンフレットの作成・配布

② 事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請

③ 各種会合における事業主などに対する
周知・啓発

④ 個々の事業主などに対する周知・啓発、指導

⑤ 技能実習生受入れ事業主などへの
周知・啓発、指導

⑥ 留学生就職支援窓口の周知

⑦ 労働条件などの相談窓口の周知

標語：

「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場
～外国人雇用はルールを守って適正に～」

趣旨：

中小企業団体に対して、外国人技能実習制度の適
切な実施や外国人犯罪の現状及び政府の外国人労
働者に関する取組等について、関係省庁の協力を得
て情報提供することで、外国人労働者問題に対する
意識の向上等を目的とする。

出席者：

＜中小企業団体＞
・日本商工会議所（東京商工会議所）
・全国商工会連合会
・全国中小企業団体中央会
・全国商店街振興組合

＜関係省庁＞
・法務省（出入国在留管理庁）
・警察庁
・厚生労働省
・経済産業省（中小企業庁）



⚫ 外国人技能実習制度を適正に実施するため、受入事業を行う組合（監理団体）等を対象に中
小企業団体中央会が行う巡回指導や講習会の開催等に要する経費を補助。

２．外国人技能実習制度適正化事業
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３．繊維産業における技能実習違反に対する業界団体・政府の取組

⚫ 繊維産業（特に縫製業）においては、外国人技能実習制度における法令違反（最低賃金・

割増賃金等の不払い、違法な時間外労働等）が多く指摘されている。

⚫ 経済産業省は、技能実習法第54条に基づき、 2018年3月、技能実習に関係する業界団体等を

構成員とする「繊維産業技能実習事業協議会」を設置（事務局：経済産業省（生活製品

課）、日本繊維産業連盟）。直近では、2023年7月25日に第11回協議会を開催。

⚫ 2018年6月に「繊維産業における外国人技能実習の適正な実施等のための取組」を
決定。非加盟企業等に対する働きかけを含め、繊維業界における技能実習の適正な

実施及び繊維業界の信頼回復等に向けた取組を実施。

具体的な取組

技能実習に係る法令遵守等の徹底
・構成団体傘下の企業への周知・会員企業からの取引先への周知。

取引適正化の一層の推進
･日本繊維産業連盟、SCM推進協議会は、「取引ガイドライン」
に縫製業を追加。「自主行動計画」を改訂。

発注企業の社会的責任の履行
･日本繊維産業連盟は、OECD「衣類・履物セクターにおける
責任あるサプライチェーンのためのDDガイダンス」に係る検討。

主務官庁（法務省・厚労省）による適切な法執行等に加え、繊維
産業としても、業界団体の主導で、技能実習に係る法令遵守等を徹底。

業界団体における体制等の整備
･構成団体は、技能実習適正化推進委員会及び取引適正化推進
委員会を設置。会員企業等の取組状況等をモニタリング。

これまでの成果

✓ 業界全体での違反の減少傾向、構成団体
参加企業の違反数の減少は一定の評価。

✓ 取引ガイドラインに基づく「聞き取り調
査」を毎年実施、SCM協議会にて年1回、
自主行動計画実施に係る会員団体の取
組・課題を会議にて共有。

✓ 「繊維産業における責任ある企業行動ガイド
ライン」を策定。サプライチェーンを管理すべき
アパレル企業等を含め周知徹底。

✓ 各構成員団体による会員企業からの定期
報告、技能実習適正化推進委員会及び取
引適正化推進委員会を年２回程度開催し、
問題事例、優良事例を含め、必要に応じ
更なる改善策等を検討。
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技能実習違反を減らすための更なる取組

⚫ 繊維産業における外国人技能実習制度に係る法令違反を減らすためには、
個々の受入事業者や管理団体等に対する労働基準法等に関する周知徹底だけでなく、
サプライチェーン全体での法令遵守が必要。（他産業に先駆け）日本繊維産業連盟
において、 ILO（国際労働機関）による協力を得て、 「繊維産業における責任ある
企業行動ガイドライン」を策定し、サプライチェーンを管理すべきアパレル企業等を含め
周知徹底を行っているところ（各経産局や違反の多い地域で法務・厚労省と連携し、
技能実習制度や人権等セミナーを開催）。

⚫ 多忙な中小企業の経営者の方も、付属のチェックリストで自己診断することで、
法令遵守・適切な労働環境の整備の着手が可能。

・2021年7月    繊維産業のサステナビリティに関する検討会にて
責任あるサプライチェーン管理の観点からガイドラインの策定が提言

・2022年7月    日本繊維産業連盟がILOの協力を得て、
  「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」を策定

・2022年８月以降 ガイドラインの説明会・講演等を全国で開催（12回）

・2023年2月、4月 社会保険労務士協会と連携し、労働法規の専門家である
  社会保険労務士に対するキャパビルを東京にて開催
（社会保険労務士39名参加）

繊維産業の責任ある企業行動ガイドライン

＼ 詳細はこちら！ ／
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「外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に係る中部地区地域協議会 資料

令和６年６月

農林水産省 東海農政局
経営・事業支援部 経営支援課

農業分野における技能実習の現状と課題

matsuosn
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ここにメモを書いてください。



農業分野における技能実習の現状と課題

■ 全国の農業分野に従事する外国人労働者数

技能実習

33,595 人（65%）

専門的・技術的分野

（特定技能を含む） 

13,627 人

（ 27%）

その他

4,201 人（ 8%）

農業分野の
外国人労働者総数：

51,423人

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」 
         （令和5年10月末日現在）から特別集計

■ 中部７県の農業分野に従事する外国人労働者数

3,049

834

413 387

143 107 77

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

愛知県 静岡県 三重県 岐阜県 富山県 石川県 福井県

（単位：人）

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（令和5年10月末日現在）

注）四捨五入しているため、
必ずしも合計は100%とはならない。

○ 全国の農業分野に従事する外国人労働者数は約51,000人で、うち65%を技能実習生が占める。

○ 中部７県の農業分野に従事する外国人労働者数は、愛知県（3,049人：全国５位）が最も多く、次いで静岡県

（834人：全国16位）。

○ 全国の技能実習における失踪者数が業種別で２番目に多い状況（令和４年）。
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